
 

令和７年度定例監査等の結果報告（年度のまとめ） 

令和８年３月 23日 

監 査 委 員 

１　定例監査等の実施機関数 

令和７年度監査基本計画に基づき県の機関69機関及び財政的援助団体等29団体を対象に監査を実施した。 

 

２　定例監査結果等の概要 

（１）機関別監査結果 

監査委員会議で協議・決定した監査結果は、指摘事項48件、改善を求める事項14件、検討要請事項９件 

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（　）内は令和６年度の件数 

※　一つの機関に複数の指摘等をしている場合がある。また、監査実施機関(団体)数は、出資等団体が公の施設

の指定管理者となっている場合は、重複して計上している。 

 

（２）性質別監査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（　）内は令和６年度の件数 

 
(参考)　　 

指摘事項　　　　　…　法令等に違反し又は不当であることが明らかであり、速やかに是正を求めるもの 

改善を求める事項　…　業務の執行等において改善を求めるもの 

検討要請事項　　　…　業務の執行等において今後検討を要請するもの 

　　　※ 指摘事項・改善を求める事項についてはフォローアップを実施 

 

 
区　　　分

監査実施機関(団体)数 監査結果（件数）
 うち指摘事項等 

を付した機関
指摘事項

改善を求 

める事項

検討要請 

事　　項
 

県
の
機
関

知事部局等 40（42） 17（11） 23（13） 11（３） ７（４）
 教育委員会 23（25） ７（８） 16（９） １（２） ０（０）
 警察本部 ６（８） ２（０） ３（０） １（０） ０（０）
 小　　　計 69（75） 26（19） 42（22） 13（５） ７（４）
 

助
団
体
等 

財
政
的
援

出 資 等 団 体 ９（９） ３（２） ５（２） ０（０） ２（０）
 補助金交付団体 10（10） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０）
 公の施設の指定管理者 10（５） １（１） １（０） １（１） ０（０）
 小　　　計 29（24） ４（３） ６（２） １（１） ２（０）
 合　　計 98（99） 30（22） 48（24） 14（６） ９（４）

 
内　　　　容 指摘事項

改善を求 

める事項

検討要請 

事　　項
 

県
の
機
関

収入（県税、使用料及び手数料の徴収事務など） ８(４) １(０) ０(０)
 支出（委託業務、物品購入契約及び補助金交付事務など） ３(７) １(１) ４(２)
 財産（行政財産の使用許可、現金及び物品の管理など） 16(２) ０(０) ２(１)
 工事（工事や補償に係る事務など） 10(９) ２(３) １(０)
 その他（県機関における事務処理体制など） ５(０) ９(１) ０(１)
 小　　　　計 42(22) 13(５) ７(４)
 

財
政
的
援
助
団
体
等

経営全般・内部統制に係るもの ０(０) ０(０) ２(０)
 会計処理全般に係るもの ３(１) ０(０) ０(０)
 資産・負債関係に係るもの ０(０) ０(０) ０(０)
 収入（収益）・支出（費用）に係るもの ０(１) ０(０) ０(０)
 補助金等に係るもの ２(０) ０(０) ０(０)
 公の施設管理等に係るもの １(０) １(１) ０(０)
 その他（決算書類、税務関係等）に係るもの ０(０) ０(０) ０(０)
 小　　　　計 ６(２) １(１) ２(０)
 合　　　　計 48(24) 14(６) ９(４)



３　主な指摘事項等 

（１）県の機関 

　　ア　指摘事項 

●　借受財産において、借受けの手続は行われているが、借受台帳による記録管理が行われておらず、財産管

理課への報告もされていなかったもの（西部農林水産事務所、県立西条農業高等学校） 

●　財産において、貸付台帳による記録管理が行われておらず、財産管理課への報告もされていなかったもの

（危機管理監） 

●　備品において、備品出納簿による記録管理が行われていなかったもの（県立総合技術研究所水産海洋技術

センター、危機管理監、総務局、土木建築局、教育委員会事務局） 

●　行政財産使用料の徴収において、収入手続が遅延していたもの（東部建設事務所、県立福山工業高等学校） 

●　工事請負契約において、施工体制台帳及び施工体系図の作成等を受注者に行わせていなかったもの（県立

向原高等学校、県立祇園北高等学校） 

●　工事請負契約において、契約の履行に関する保証を付させていなかったもの（健康福祉局、県立西条農業

高等学校） 

 

イ　改善を求める事項 

●　公印規程において、公印の廃止に伴う登録抹消の手続が定められていなかったことから、登録抹消の手続

を定めるとともに、公印台帳の整備に努めるよう求めたもの（総務局、労働委員会事務局） 

○　一者随意契約を行った工事請負契約において、客観的な判断材料に基づく比較・検討が行われていなかっ

たことから、随意契約の適用について慎重に判断するとともに、契約の経済性、公平性、競争性、透明性の

確保に努めるよう求めたもの（総務局） 

○　令和７年度に監査した警察署の工事請負契約において、道路標識の支柱などの資材について、仕様書で規

定されたＪＩＳ規格等の品質確認をしていなかったことから、仕様書等の見直しなどの必要な措置を講じ、

工事の品質確保に向けた組織的な取組を求めたもの（警察本部） 

 

ウ　検討要請事項 

○　借受物品において、借受期間が満了しているが、借受の経緯や相手方が不明のため更新手続等が行われて

いなかったことから、経緯等を調査した上で、早急に処理方針を検討するよう要請したもの（総務局、土木

建築局） 

○　令和６年度に病院事業局県立病院課が執行した工事請負契約において、契約の履行に関する保証を付させ

ていないなど、不適正な事務処理が見受けられたことから、病院事業を引き継がれた地方独立行政法人広島

県立病院機構において各種法令や規程等が遵守され、適正な事務処理が行われるよう、設立団体として必要

な助言等を行うよう要請したもの（健康福祉局） 

 

（２）財政的援助団体等 

〇　広島県下請企業振興事業費補助金において、補助事業により取得した備品の保管状況を明らかにするため

の台帳を設けていなかったもの（公益財団法人ひろしま産業振興機構　指摘事項） 

〇　管理業務に係る事務処理において、予約サイトによる宿泊予約の一元管理などを行っているが、取扱いが

規則等と異なることから、施設の利用目的や利用者の利便性を踏まえ、規定と実際の事務処理が整合するよ

う、規定の見直しも含め所管課と協議するよう求めたもの（もみのき森林公園管理グループ　改善を求める

事項） 

 

※ ●は監査委員意見書に関連している事項　



１　本庁機関（20機関） （単位：件）

指摘事項
改善を求める

事項
検討要請

事項

1 0 0 0

2 4 0 0

3 4 4 1

4 0 0 0

5 1 0 0

6 0 0 0

7 3 0 3

8 1 0 1

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 1 1 1

13 0 1 0

14 0 0 0

15 0 0 0

16 3 1 0

17 2 1 0

18 0 1 0

19 0 1 0

20 0 1 0

　 19 11 6

２　地方機関（49機関） （単位：件）

局 指摘事項
改善を求める

事項
検討要請

事項

1 0 0 0

2 0 0 0

3 1 0 0

4 0 0 0

5 保健環境センター 0 0 0

6 水産海洋技術センター 1 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 2 0 0

13 0 0 0

14 商工労働局 1 0 0

【参考】　機関別の指摘事項等件数

対象機関名

会計管理部

危機管理監

総務局

地域政策局

選挙管理委員会事務局

環境県民局

健康福祉局

商工労働局

農林水産局

広島海区漁業調整委員会事務局

広島県内水面漁場管理委員会事務局

土木建築局

収用委員会

上下水道部

議会事務局

教育委員会事務局

警察本部

監査委員事務局

人事委員会事務局

労働委員会事務局

小　計

対象機関名

西部総務事務所（本所、総務第
二課、呉支所、東広島支所）

西部県税事務所（本所、呉分
室、廿日市分室、東広島分室）

東京事務所

県立総合技術研究所

県立美術館

縮景園

東部厚生環境事務所・東部保健
所（本所、福山支所）

北部厚生環境事務所・北部保健
所

北部こども家庭センター

県立三次看護専門学校

食肉衛生検査所

県立三次高等技術専門校

総務局

環境県民局

健康福祉局



指摘事項
改善を求める

事項
検討要請

事項
対象機関名

15 1 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

18 0 0 0

19 3 1 1

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 1 0

23 0 0 0

24 0 0 0

25 1 0 0

26 0 0 0

27 0 0 0

28 0 0 0

29 0 0 0

30 1 0 0

31 1 0 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 1 0 0

35 0 0 0

36 6 0 0

37 3 0 0

38 0 0 0

39 0 0 0

40 0 0 0

41 0 0 0

42 0 0 0

43 0 0 0

44 0 0 0

45 0 0 0

46 0 0 0

47 0 0 0

48 1 0 0

49 0 0 0

　 23 2 1

42 13 7

西部農林水産事務所（本所、呉
農林事業所、東広島農林事業
所）

県立農業技術大学校

西部畜産事務所

西部家畜保健衛生所

東部建設事務所（本所、三原支
所）

北部建設事務所（本所、庄原支
所）

広島港湾振興事務所

小瀬川ダム管理事務協議会

県立歴史博物館

県立広島皆実高等学校

県立向原高等学校

県立世羅高等学校

県立府中高等学校

県立大門高等学校

県立福山明王台高等学校

県立広島井口高等学校

県立祇園北高等学校

県立湯来南高等学校

県立広島工業高等学校

県立福山工業高等学校

県立三次青陵高等学校

県立西条農業高等学校

県立大崎海星高等学校

県立広島高等学校

県立広島中学校

県立広島叡智学園高等学校

県立広島叡智学園中学校

県立広島南特別支援学校

県立広島西特別支援学校

県立福山北特別支援学校

安佐南警察署

佐伯警察署

呉警察署

尾道警察署

三次警察署

合　計

合　計①（県の機関）

農林水産局

土木建築局

警察本部

教育委員会



３　財政的援助団体等（29団体）

（１）出資等団体（９団体） （単位：件）

指摘事項
改善を求める

事項
検討要請
事項

1 0 0 0

2 0 0 0

3 広島県住宅供給公社 0 0 0

4 公益財団法人ひろしま国際センター 0 0 0

5 3 0 0

6 2 0 0

7 0 0 2

8 0 0 0

9 0 0 0

　 5 0 2

（２）補助金交付団体（10団体） （単位：件）

指摘事項
改善を求める

事項
検討要請
事項

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

　 0 0 0

（３）公の施設の指定管理者（10団体） （単位：件）

指摘事項
改善を求める

事項
検討要請
事項

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 1 1 0

9 0 0 0

10 0 0 0

　 1 1 0

6 1 2

48 14 9

対象機関名

広島県土地開発公社

広島県道路公社

公益財団法人広島県男女共同参画財団

公益財団法人ひろしま産業振興機構

公益財団法人広島県下水道公社

一般社団法人広島県野菜価格安定資金協会

社会福祉法人広島県福祉事業団

小　計

対象機関名

株式会社中国バス

学校法人福山暁の星学院

学校法人祇園清心学園

一般社団法人広島市医師会

社会福祉法人つつじ

医療法人社団恵宣会

公益社団法人広島県トラック協会

府中商工会議所

広島市森林組合

一般社団法人広島県清港会

小　計

対象機関名

公益財団法人ひろしま国際センター（広島県立広島国際協力
センター）

公益財団法人ひろしま産業振興機構（広島県立広島産業会
館）

社会福祉法人広島県福祉事業団（広島県立総合リハビリテー
ションセンター　医療センター）

社会福祉法人広島県福祉事業団（広島県立総合リハビリテー
ションセンター　あけぼの）

社会福祉法人広島県福祉事業団（広島県立総合リハビリテー
ションセンター　スポーツ交流センター）

ＲＣＣ文化センター・イズミテクノホール　マネジメントグ
ループ共同事業体（広島県民文化センター）

イズミテクノ・廣島緑地建設・広田造園共同事業体（広島県
縮景園・広島県立美術館）

もみのき森林公園管理グループ（広島県立もみのき森林公
園）

株式会社恐羅漢（牛小屋高原公園施設）

株式会社ＷＡＫＯフロンティア（ボートパーク広島）

小　計

合　計②（財政的援助団体等）

総　計（①＋②）


